
【凡例】以下の関係法令及び通知等を略称して次のように表記する。

あきる野市特定教育・保育施設に対する指導検査に関する基準

令和２年２月１８日適用

あきる野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等指導検査実施要領第10条の2に
基づく文書指摘及びその他の指導を行う際の基準は、以下の通りとする。

評価区分 指導形態 内容

C 文書指摘
関係法令等に違反する場合は、原則として「文書指摘」とする。
ただし、違反の内容が軽微である場合や改善中の場合、特別な事情により改善が遅延
している場合は「口頭指摘」とする。

B 口頭指摘

関係法令以外の法令又はその他の通達等に違反する場合は、原則として「口頭指導」
とする。
ただし、管理運営上支障が大きいと認められる場合又は正当な理由なく改善を怠って
いる場合は「文書指摘」とする。

A 助言指導 関係法令等のいずれにも適合する場合は、水準向上のための「助言指導」を行う。

Ｎｏ 法令･通知名 略称

1
あきる野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等
の運営に関する基準を定める条例

特定運営基準条例

2
あきる野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等
の確認等に関する規則

市確認規則

3
平成26年9月10日府政共生第859号「子ども・子育て支援法に基づく支給認定等並びに特定教
育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に係る留意事項等について」

確認に係る留意事項

4
平成28年8月23日府子本第571号「特定教育･保育等に要する費用の額の算定に関する基準等
の実施上の留意事項について」

留意事項通知

5 平成29年11月10日府子本第912号「特定教育･保育施設等における事故の報告等について」 府政共生第912号
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